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報告第 １ 号 

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定について 

 

  令和５年３月６日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 １ 号  

 

専   決   処   分   書  

 

損害賠償の額の決定について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づい

て議会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決

定について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

                  記  

１ 事故区分及び事故発生年月日 

  物損事故 

  令和４年１０月２５日（火）午後１時頃 

２ 事故発生場所 

  生駒市西旭ケ丘地内  

３ 損害賠償額 

  ２２７，６９６円 

４ 事故の概要 

  上記場所において、車で市の横断溝を通過する際に、グレーチング蓋が

はね上がり車の下部を損傷させるとともに、車にブレーキがかかり運転者

が頭を強打し、同時に眼鏡を破損させたもの。 

 

令和５年１月１８日 

生駒市長 小 紫 雅 史  
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報告第 ２ 号 

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 変更契約の締結について 

 

  令和５年３月６日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 ２ 号 

 

専  決  処  分  書 

 

変更契約の締結について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第 1 項の規定に基づいて議

会の議決により指定された市長の専決処分事項である変更契約の締結について、

同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

記 

１ 契 約 の 目 的  生駒市立学校給食センター改修整備工事 

２ 契 約 の 方 法  事後審査型条件付一般競争入札 

３ 契 約 金 額 

(1) 変更前  １８６，２３０，０００円  

(2)  変更後  １８７，８９８，７００円 

４ 契約の相手方  奈良市南紀寺町２丁目１４７番地  

谷建設株式会社  

代表取締役 谷  慎 吾  

５ 工 期   契約の日から令和５年１月３１日まで 

 

  令和５年１月２７日         

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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議案第 ９ 号 

令和４年度生駒市一般会計補正予算（第１１回） 

 令和４年度生駒市の一般会計の補正予算（第１１回）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０１，３８４千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５，９８８，５８１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

令和５年３月６日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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１　追加 [単位　千円]

２　変更 [単位　千円]

１，６００

教 育 費 幼 稚 園 費 幼 稚 園 管 理 運 営 １，６００

１００，０００

道 路 橋 梁
維 持 補 修

２３，３４２
道 路 橋 梁
維 持 補 修

６３，３４２

土 木 費
道 路 橋 梁
及 び 河 川 費

橋 梁 予 防
保 全 事 業

７５，０００
橋 梁 予 防
保 全 事 業

２０，５８４
河 川 水 路
改 修 事 業

８３６
河 川 水 路
改 修 事 業

１７４，４８７教 育 費 保 健 体 育 費
体 育 施 設
整 備 事 業

３０，７１１
体 育 施 設
整 備 事 業

３０２，４４３総 務 費 総 務 管 理 費
庁 舎 等
整 備 事 業

１８３，４１５
庁 舎 等
整 備 事 業

款 項
補　正　前 補　正　後

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

款 金　　額項

消 防 費 消 防 施 設 等 整 備 事 業

事　業　名

道 路 橋 梁
及 び 河 川 費

５３，３８７

生 活 道 路 安 全 対 策 事 業 ６，２５９

道 路 新 設 改 良 事 業 １０，６６４

消 防 費

総 務 費 総 務 管 理 費 庁 舎 管 理 費 ３４，９４３

土 木 費

農 業 費 土 地 改 良 事 業 ８，０００産 業 経 済 費

衛 生 費 保 健 衛 生 費 母 子 保 健 事 業 ４７，５３３

企 業 誘 致 関 連 道 路 整 備 事 業 １９，０００

民 生 費 児 童 福 祉 費 私 立 保 育 所 運 営 等 助 成
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変更 ［単位　千円］

証書借入
又　　は
証券発行

5.0％以内
(ただし､利
率見直し方
式で借り入
れる場合に
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

　政府資金につい
てはその融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものとする。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し、若しくは繰上
償還又は低利に借
換えることができ
る。

土地改良
事 業

4,700
証書借入
又　　は
証券発行

5.0％以内
(ただし､利
率見直し方
式で借り入
れる場合に
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

　政府資金につい
てはその融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものとする。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し、若しくは繰上
償還又は低利に借
換えることができ
る。

9,500

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後
起 債 の
目 的 限 度 額 利 率 限 度 額

第　３　表　地　方　債　補　正

起 債 の
方 法

起 債 の
方 法

利 率償還の方法 償還の方法

〃 〃 〃
体育施設
整備事業

82,700 〃 〃 〃 144,600
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議案第 10 号 

令和４年度生駒市介護保険特別会計補正予算（第３回） 

 令和４年度生駒市の介護保険特別会計の補正予算（第３回）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７，０００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，４２０，７１９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

令和５年３月６日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   

-15-



-16-



-17-



-18-



-19-



議案第 11 号 

令和４年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第２回） 

 令和４年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第２回）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，４６５千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，７５７，４９２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

令和５年３月６日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 12 号 

 

令和４年度生駒市病院事業会計補正予算（第４回） 

 

第１条 令和４年度生駒市病院事業会計の補正予算（第４回）は、次に定めると

ころによる。 

第２条 令和４年度生駒市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定 

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収 入                            

 科 目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 病院事業収益 1,706,695 千円 45,156 千円 1,751,851 千円 

 第２項 医業外収益 1,619,263 千円 45,156 千円 1,664,419 千円 

   支 出 

 科 目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 病院事業費 1,670,595 千円 45,156 千円 1,715,751 千円 

 第１項 医業費用  1,617,913 千円 45,156 千円 1,663,069 千円 

 

第３条 予算第７条中、「１,１０９,５２４千円」を「１,１５４,６８０千円」に

改める。  

 

令和５年３月６日提出  

生駒市長 小 紫 雅 史 
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１ 収益的収入及び支出

(単位：千円)

病院事業

収 益

他 会 計

補 助 金

(単位：千円)

病 院

事 業 費

令和４年度 生駒市病院事業会計補正予算（第４回）実施計画

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　考

収　入

１ 1,706,695 1,751,851

2 1,619,263 1,664,41945,156

45,156

医 業 外
収 益

2 1,112,298 45,156 1,157,454 一 般 会 計 補 助 金

支　出

款 項 目 既決予定額

交 付 金経 費

備　　　考

１ 1,670,595 1,715,751

1 1,617,913 1,663,069医業費用

補正予定額

2 1,209,410 45,156 1,254,566

45,156

45,156

計
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（単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 57,668

減価償却費 386,186

賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額（△は減少） 379

長期前受金戻入額 △98,723

受取利息及び配当金 △1

支払利息及び企業債取扱諸費 6,721

未収金の増減額（△は増加） 306,519

未払金の増減額（△は減少） △328,153

小計 330,596

利息及び配当金の受取額 1

利息及び企業債取扱諸費の支払額 △6,659

業務活動によるキャッシュ・フロー 323,938

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

補助金、負担金等による収入 231,037

投資活動によるキャッシュ・フロー 231,037

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △982,343

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 385,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △597,343

資金増減額 △42,368

資金期首残高 83,817

資金期末残高 41,449

令和４年度生駒市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）
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（単位：千円）　

１

イ 4,933,199

△1,211,816 3,721,383

ロ 3,653,616

△1,792,335 1,861,281

ハ 7,989

△5,645 2,344

5,585,008

イ 4,552

4,552

5,589,560

２

41,449

476,063

517,512

6,107,072

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

(1) 現 金 預 金

(2) 未 収 金

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

無 形 固 定 資 産 合 計

水道施設利用権

有 形 固 定 資 産 合 計

(2) 無 形 固 定 資 産

減価償却累計額

建 物

減価償却累計額

建 物 附 属 設 備

減価償却累計額

工具器具及び備品

令和４年度生駒市病院事業予定貸借対照表

（令和５年３月３１日）

資　　産　　の　　部

固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産
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３

729,407

イ 建設改良費等の財源に 3,437,324

充てるための長期借入金

ロ 152,141

3,589,465

4,318,872

４

919,704

485,819

1,682

200

1,407,405

５

1,765,252

長期前受金収益化累計額 △745,270

1,019,982

6,746,259

６

200,000

200,000

７

イ 当年度未処理欠損金 839,187

△839,187

△839,187

△639,187

6,107,072

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

(1) 利 益 剰 余 金

剰 余 金

負 債 合 計

資　　本　　の　　部

資 本 金

(1) 資 本 金

資 本 金 合 計

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

(2)

繰 延 収 益 合 計

(3) 引 当 金

(4) そ の 他 流 動 負 債

(2) 未 払 金

(1) 企 業 債

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

(2) 他 会 計 借 入 金

その他長期借入金

他 会 計 借 入 金 合 計

負　　債　　の　　部

固 定 負 債

(1) 企 業 債
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議案第 13 号 

 

生駒市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年３月６日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例 

生駒市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年１２

月生駒市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中１０の項を１１の項とし、３の項から９の項までを１項ずつ繰り下

げ、２の項の次に次のように加える。 

３ 市長  生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務

であって規則で定めるもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 14 号 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年３月６日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 生駒市国民健康保険税条例（平成１２年３月生駒市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第２項ただし書中「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項ただ

し書中「１９万円」を「２０万円」に改める。 

 第２３条中「６３万円」を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万円」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 
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議案第 15 号 

 

生駒市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年３月６日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 生駒市立学校設置条例（平成２０年３月生駒市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条の表位置の欄中「西旭ヶ丘」を「西旭ケ丘」に、「桜ヶ丘」を「桜ケ丘

」に改める。 

 第３条の表位置の欄中「桜ヶ丘」を「桜ケ丘」に改める。 

 第４条の表位置の欄中「西松ヶ丘」を「西松ケ丘」に、「緑ヶ丘」を「緑ケ丘

」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 16 号 

 

生駒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例等の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和５年３月６日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例 

（生駒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第１条 生駒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年１２月生駒市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、

放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の

安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課

後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指

導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関

する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という｡)を策定

し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 
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２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知すると

ともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連

携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について

周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に

応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組

等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利

用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握するこ

とができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごと

に、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下この条において「業務継続計画」という｡)を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければなら

ない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必

要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食
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中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防

止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

（生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第２条 生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年１２月生駒市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「次条第１項」の次に「、第７条の３第２項」を加える。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家

庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職

員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事

業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及

び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画

（以下この条において「安全計画」という｡)を策定し、当該安全計画に従い

必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するととも

に、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携

が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周

知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて

安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等
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のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、

利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に

把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければなら

ない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席

及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席

以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用

乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く｡)を日常的に運

行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを

防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の

降車の際に限る｡)を行わなければならない。 

第１０条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を

加え、同条ただし書を削る。 

第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防

止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

（生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 

第３条 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例（平成２６年１２月生駒市条例第４２号）の一部を次のように改

正する。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条中生駒市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第１３条の改正規定及

び第３条の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、第１条の規定による

改正後の生駒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例第６条の２の規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあ

るのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあ

るのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「周知しなければ」と

あるのは「周知するよう努めなければ」とする。 

３ 第２条の規定による改正後の生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（以下「改正後の家庭的保育事業等基準条例」という｡)第

７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等（改正後の家庭

的保育事業等基準条例第６条第１項に規定する家庭的保育事業者等をいう。以

下同じ｡)において利用乳幼児（生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第２条に規定する利用乳幼児をいう。以下同じ｡)の送迎を

目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に改正後の家

庭的保育事業等基準条例第７条の３第２項に規定するブザーその他の車内の利

用乳幼児の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という｡)を備えること

及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年３月３１日ま

での間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、

利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等

は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなけ

ればならない。 

-36-



議案第 17 号 

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和５年３月６日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例 

（生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 

第１条 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例（平成２６年１２月生駒市条例第４２号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２７号中「第４３条第３項」を「第４３条第２項」に改める。 

第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に

改め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、同項

第２号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同項第３号

中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同

条第３号」に改める。 

第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同

条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第２号
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」を「同条第２号」に改める。 

第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

第１３条第４項第３号ア（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第

１号」に改め、同号ア（イ）中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号

」に改め、同号イ（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改め、同号イ（イ）中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め

る。 

第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。 

第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め

る。 

第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、

同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第２

号」を「同条第２号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改め、同条第３項中「同項第１号」を「同条第１号」に、「同項第２号」を「

同条第２号」に改める。 

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、

同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第１

号」を「同条第１号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第

１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第１号」を「同条第１

号」に改める。 

第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９

条第３号」に改める。 

第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、
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同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条

第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項

第３号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第

１号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に、「第１９条第１項第２号」を

「第１９条第２号」に改める。 

第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、

同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３

号」を「同条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め

る。 

（生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条

例の一部改正） 

第２条 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関す

る条例（令和元年８月生駒市条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

第２条第５号中「第４３条第３項」を「第４３条第２項」に改める。 

（生駒市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第３条 生駒市子ども・子育て会議条例（平成２５年６月生駒市条例第２６号）

の一部を次のように改正する。 

第１条及び第２条第１項中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改め

る。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条中生駒市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第２条第

２７号の改正規定及び第２条の規定は、公布の日から施行する。 
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議案第 18 号 

 

生駒市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年３月６日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

生駒市国民健康保険条例（昭和３４年３月生駒市条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条第１項中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第５条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適

用し、同日前の出産については、なお従前の例による。 
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議案第 19 号 

 

生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

  

上記の議案を提出する。 

 

令和５年３月６日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例 

 生駒市道路占用料に関する条例（昭和３５年６月生駒市条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

 別表中「７３０円」を「８００円」に、「１，１００円」を「１，２００円」

に、「１，５００円」を「１，７００円」に、「６５０円」を「７１０円」に、

「１，０００円」を「１，１００円」に、「１，４００円」を「１，６００円」

に、「６５円」を「７１円」に、「６４０円」を「７００円」に、「３９０円」 

を「４３０円」に、                   を 

                   に、「５５０円」を「６００円」に、 

「２７円」を「３０円」に、「３９円」を「４３円」に、「５９円」を「６４円

」に、「７８円」を「８６円」に、「１２０円」を「１３０円」に、「１６０円

」を「１７０円」に、「２７０円」を「３００円」に、「７８０円」を「８６０

円」に、「２，１００円」を「２，４００円」に、 

「 

」 

「 

」 

１個 １，３００円 

１個 １，４００円 
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                                を 

                                に、「４ 

３０円」を「４８０円」に、「４，３００円」を「４，８００円」に、 

                                   を 

                                   に 

改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１

項若しくは第３項の規定による許可を受け、又は同法第３５条の規定による同

意を得ている者で、既に当該許可又は同意に係る占用料を改正前の生駒市道路

占用料に関する条例の規定により納付しているものの占用料の額については、

当該占用料を納付している期間に限り、なお従前の例による。 

 

 

「 

」 

地下に設けるもの １年 １平方メートル １，３００円 

その他のもの １年 １平方メートル １，３００円 

 

「 

」 

地下に設けるもの １年 １平方メートル １，５００円 

その他のもの １年 １平方メートル １，４００円 

 

アーケード（日覆を含む｡) １年 １平方メートル １，３００円 

アーケード（日覆を含む｡) １年 １平方メートル １，４００円 

」 

」 

「 

「 
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議案第 20 号 

 

奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２の２第１項の規定によ

り、別紙のとおり規約を定め、奈良県広域水道企業団設立準備協議会を設置する

ことについて、関係地方公共団体と協議したいので、同条第３項の規定により議

会の議決を求める。 

 

  令和５年３月６日提出 

 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

関係地方公共団体  奈良県、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜

井市、五條市、御所市、香芝市、宇陀市、平群町、三郷

町、斑鳩町、安堵町、高取町、明日香村、上牧町、王寺

町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、磯城郡

水道企業団及び奈良広域水質検査センター組合 
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奈良県広域水道企業団設立準備協議会規約 

（協議会の目的） 

第１条 この協議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２

の２第１項の規定に基づき、奈良県における広域的な水道事業等を経営する企

業団（以下「広域水道企業団」という｡)の設立のための連絡調整を図ること、

及び広域的な水道事業の計画を共同して作成することを目的とする。  

（協議会の名称） 

第２条 この協議会は、奈良県広域水道企業団設立準備協議会（以下「協議会」

という｡)という。 

（協議会を設ける団体） 

第３条 協議会は、別表に掲げる団体（以下「関係団体」という｡)がこれを設け

る。 

（協議会の担任する事務）  

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事務を行う。 

(1) 広域水道企業団の設立のための連絡調整に関する事務 

(2) 広域水道企業団が経営する広域的な水道事業等の計画の作成に関する事 

 務 

(3) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事務 

２ 前項の事務に係る検討を集中的かつ効率的に進めるため、必要に応じ、関係

団体の長等による検討部会及び関係団体の実務者による幹事会及び作業部会を

設置するものとする。 

（事務所） 

第５条 協議会の事務所は、奈良県奈良市法蓮町７５７奈良県水道局内に置く。 

（組織） 

第６条 協議会は、次の人員をもって組織する。  
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(1) 会長  １名 

(2) 副会長 ２名  

(3) 委員 ２５名 

（会長及び副会長）  

第７条 会長は、奈良県知事の職にある者をもって充て、副会長は、橿原市長及

び生駒市長の職にある者をもって充てる。 

２  会長及び副会長は、非常勤とする。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

会長の職務を代理する。 

４ 会長の職務を代理する副会長の順序は、橿原市長、生駒市長の順とする。 

（委員）  

第８条 委員は、会長又は副会長以外の関係団体の長（磯城郡水道企業団におい

ては企業長及び副企業長）をもって充てる。  

２ 委員は、非常勤とする。 

（協議会の会議）  

第９条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。 

２  副会長及び委員のうち、３分の１以上の者から会議の招集の請求があるとき

は、会長はこれを招集しなければならない。 

３ 会議は、副会長及び委員のうち、半数以上の者が出席しなければ、これを開

くことができない。ただし、やむを得ない場合は代理人の出席を認めるものと

する。 

４ 会長は、会議の議長となる。 

５ 会長は、第１条の目的を達成するため、必要と認められるときは有識者等に

出席を求めて意見を聴くことができる。 

６ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。 
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（事務局） 

第１０条 第４条の事務を処理するため、協議会に事務局を設置する。 

２ 事務局長は、奈良県水道局県域水道一体化準備室長の職にある者をもって充

てる。 

（経費の支弁の方法） 

第１１条 第４条の事務の執行に要する費用は、奈良県水道局が負担する。ただ

し、関係団体に属する職員の参加に係る経費（旅費等）については、その属す

る関係団体が負担する。 

（その他） 

第１２条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が

別に定める。 

附 則 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。
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別表（第３条関係） 

奈良県 

大和高田市 

大和郡山市 

天理市 

橿原市 

桜井市 

五條市 

御所市 

生駒市 

香芝市 

宇陀市 

平群町 

三郷町 

斑鳩町 

安堵町 

高取町 

明日香村 

上牧町 

王寺町 

広陵町 

河合町 

吉野町 

大淀町 

下市町 

磯城郡水道企業団 

奈良広域水質検査センター組合 
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議案第 21 号  

 

生駒市公平委員会委員の選任について  

 

生駒市公平委員会の委員に下記の者を選任したいから、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●● 

氏  名  鳥 山 半 六 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

  令和５年３月６日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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議案第 22 号  

 

生駒市政治倫理審査会委員の委嘱について  

 

生駒市政治倫理審査会の委員に下記の者を委嘱したいから、生駒市政治倫理条

例（平成２０年６月生駒市条例第２５号）第８条第４項の規定により、議会の同

意を求める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●● 

氏  名  里 見   優 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  奈良市●●●●●● 

氏  名  藤 次 芳 枝 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  奈良市●●●●●● 

氏  名  和 田 博 志 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

  令和５年３月６日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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